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① 政策性や収益性を評価するための二つのKPIについて、官民ファンド間で計上方法が異
なるなど、官民ファンド間における達成状況の比較検証にあたり、留意が必要な状況。

② 一部の官民ファンド（※1）については、5年度末時点で支援を継続中の案件のうち167件が、
支援決定時に想定されていたEXIT時期を超過。このうち126件について、5年度末保有有価
証券評価額等が実支援額を下回っており、元本である実支援額の回収に懸念がある状況。

③ CJ及びJOINは、累積損失を解消するために策定された計画の最終年度の累積損益額が、
当該法人が試算した産業投資の資本コストの額を大幅に下回っていた。

① 内閣官房は、KPIがガイドラインにのっとった官民ファンド間における比較検証に資するも
のとなるよう、KPIの計上に関する具体的な方法等を周知すること。（※2）

② 官民ファンドは、支援決定時に想定されていたEXIT時期を経過、かつ、5年度末保有有価証
券評価額等が実支援額を下回っている案件について、原因分析等を十分に行い、回収額を最
大化するために、支援スキームを踏まえ、必要に応じて適切な措置を講ずること。

③ CJ及びJOINは、計画に基づく累積損失の解消を目指すとともに、産業投資の資本コストを上
回る収益の確保に向けた一層の経営の改善に努めること。 

官民ファンドに関する会計検査院の検査報告（令和７年５月）について

・ 会計検査院は、参議院からの要請（令和5年6月）を受け、①国の財政支援及び官民ファンド運営法
人による支援の実施状況、②案件発掘、支援決定、モニタリング等の支援業務の実施状況、③財務等の
状況に関して検査を実施、本年5月16日、国会に対し、検査報告を提出。

【検査の結果】
（概要）

【検査の結果】 
に対する所見】
（概要） 

（※2）本年５月26日、「官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会」（第18回）を開催、⑴「経費総額に法人税等を含める」
こと、⑵「呼び水」には「重複が存在する旨を明記する」こと、などを明確化。

（※1）このうち、産業投資の出資先である官民ファンドは、INCJ、A-FIVE、CJ、特定投資業務（DBJ）、JOIN。
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【改善計画等の進捗状況】
（単位：億円）

令和５年３月末 令和５年９月末 令和６年３月末 令和７年３月末 最終年度

目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標 実績 目標

海外交通・都市開発市
事業支援機構
（ＪＯＩＮ）
（※1）

投資額 146 433 58 357 145 772 329 369 -

累積損益 ▲162 ▲156 - - ▲166 ▲955 ▲1021 ▲919 20

海外需要開拓
支援機構（ＣＪ）

（※2）

投資額 154 161 27 77 90 82 90 126 -

累積損益 ▲363 ▲356 - - ▲407 ▲398 ▲432 ▲383 10

海外通信・放送・
郵便事業支援機構
（ＪＩＣＴ）

（※3）

投資額 80 138 16 39 52 76 56 227 -

累積損益 ▲154 ▲127 - - ▲181 ▲123 ▲190 ▲122 116

農林漁業成長産業化
支援機構

（Ａ－ＦＩＶＥ）
（※4）

投資額 - - - - - - - - -

累積損益 ▲131 ▲151 - - ▲138 ▲162 ▲137 ▲190 ▲ 120

（※１）JOINは、有識者委員会の最終報告を踏まえた改善計画（令和６年12月策定・公表）上の目標値。
（※２）CJは、最低限達成すべき投資計画（令和４年11月策定・公表）上の目標値。
（※３）JICTは、改革工程表2021を踏まえた改善計画（令和４年５月策定・公表）の数値。
（※４）A-FIVEは、損失を最小化するための改善計画（令和２年５月策定・公表）上の目標値。令和３年度以降、新規投資は行っていない。

参考資料１－Ⅰ 各ファンドの改善計画等の進捗状況①

➢ 「経済・財政新⽣計画 進捗管理・点検・評価表」（旧 改革工程表）に基づく改善計画等について、

令和７年３月末時点の進捗状況は以下のとおり。

海外交通・都市開発市事業
支援機構（ＪＯＩＮ） 投資額・累積損益共に計画値を達成。また、令和６年度は単年度黒字となっている。

海外需要開拓支援機構
（ＣＪ） 投資額・累積損益共に計画値を達成。また、令和６年度は単年度黒字となっている

海外通信・放送・郵便事業
支援機構（ＪＩＣＴ） 投資額・累積損益共に計画値を達成。令和５年度に続き単年度黒字となっている。

農林漁業成長産業化
支援機構（Ａ-ＦＩＶＥ） 累積損益が計画値に未達。
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参考資料１－Ⅰ 各ファンドの改善計画等の進捗状況②

▲200 

▲150 

▲100 

▲50 

 0

 50

 100

2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

累積損益
(計画)

投資額
（実績）

累積損益
（実績）

JOIN
累積損益：計画値を達成
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（※）CJは、2022年11月に修正後計画を策定したため、2021年度までの改善計画と実績とは同じ値となっている。
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JOIN
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合計：2928.0億円、42件

26%
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2%

JICT

その他

合計：1348.7億円、20件

米国におけるデータセンター
事業の展開支援

欧州・APAC（アジア太平洋地域）に
おける金融ICT基盤整備・

サービス提供事業

15%

8%

6%

6%

5%

5%

5%5%
4%

4%

37%

CJ

その他

合計：960.1億円、39件

参考資料１ーⅡ ポートフォリオ構成（投資額上位）

（出所）各省・各ファンド提出資料
（注１）支援決定金額ベース。融資額、非公表案件・EXIT済案件は除く。
（注２）JICTは一部事業の支援決定額（出資額）は対外非公表であるため、一部事業については出融資額を計上。

Spiber株式会社

株式会社刀

Japan Activation 
Capital II L.P.

ベトナム ハイフォン大規模
住宅都市開発事業

アメリカ テキサス高速
鉄道開発事業

インドにおけるデータセンターの
整備・運営事業

フィリピン  総合
インフラ運営事業
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参考資料１－Ⅲ 収益率の状況

計画中の前提IRR（内部収益率）

令和７年
３月末まで
のExit済
み案件数

「改革工程表2018
に基づく投資計画」の

実行により
最終的に見込む数値

（※１）

（参考）
令和７年３月末ま
でのExit済み案件
における実績値

（各案件の平均）

「改革工程表
2020に基づく改
善計画」による
見直し後の数値

（※2）

「改革工程表
2021に基づく改
善計画」による
見直し後の数値

（※3）

「組織の在り方を
含めた抜本的な
見直し」後の数値

（※4）

「有識者委員会
の最終報告を踏
まえた改善計
画」後の数値

（※5）

海外交通・都市
開発市事業
支援機構
（JOIN）

5.7％ 3.0％ － ７件

海外需要開拓
支援機構
（CJ）

4.9% 4.4% 3.4% ▲2.02% 29件

海外通信・
放送・郵便事業
支援機構
（JICT）

5.9% 5.1% － ２件

（※1）2019年４月に策定・公表した、投資計画の実行における値。

（※2）2021年５月に策定・公表した、改善計画の実行における値。

（※3）2022年５月に策定・公表した、改善計画の実行における値。

（※4）2022年11月に策定・公表した、最低限達成すべき投資計画の実行における値。

（※5）2024年12月に策定・公表した、有識者委員会の最終報告を踏まえた改善計画の実行における値。

（注1）各計数は各省・各ファンドにおいて算出したもの。
（注2）JICTはExit済み案件数が過少（２件）のため、投資家保護上、IRRの実績値については公表していない（我が国事業者による営業活動等に支障が見込まれるため）。
（注3）JOINのExit済みの7件(内5件は一部Exit)はいずれも事業継続中であり、IRRの実績値は非公表。
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参考資料１－Ⅳ 経費の状況①

（注１）経費は、人件費、調査費・業務旅費等、家賃・水道光熱費等、そのほか租税公課などを含む総経費。
（注２）全ファンド平均は、第16回官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会で検証対象となっている全14ファンド（INCJも含むと15ファンド）から、脱炭素化支援機構（令和４年度
中に設立されたため）を除いた13ファンドの平均値。

（出所）第17回官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会資料及び各ファンドの決算関連資料

出資残高に占める経費率

CJ

JICT

全ファンド平均

JOIN
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参考資料１－Ⅳ 経費の状況②

役職員１名あたりの人件費（単位：百万円）

投資案件１件あたりの調査費・業務旅費等 役職員１名あたりの家賃・水道光熱費等（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：人）

（注１）全ファンド平均は、第17回官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会で検証対象となっている全14ファンド（INCJも含むと15ファンド）のうち、DBJ（通常業務の一部として「特定投資業務」を行っており、このための経費の内訳、総資
産額を算出することは困難）及び脱炭素化支援機構（令和４年度中に設立されたため）を除く12ファンドより算出。なお、JSTは、「役職員１名あたりの人件費」、「投資案件１件あたりの役職員人数」、「役職員１名あたりの家賃・水道光熱費
等」については、投資業務に従事する役職員数や家賃・水道光熱費等を算出することが困難であることから除外している。

（注２）JOINについては、令和６年７月以降、国土交通省に設置された有識者委員会における検証・検討の結果が出るまでは新規支援決定を見合わせていたことにより、令和６年度の支援決定案件数が極端に少ないため、R7/3における数値が非常
に大きく、グラフ上非表示としている。（参考：「投資案件１件あたりの役職員人数」は69.0百万円、「投資案件１件あたりの調査費・業務旅費等」は1138.4百万円）

（出所）第17回官民ファンドの活用推進に関する関係閣僚会議幹事会資料及び各ファンドの決算関連資料
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参考資料２－Ⅰ 会計検査報告の概要①

（出所）会計検査院 「官民ファンドにおける業務運営の状況に関する会計検査の結果について」（令和７年５月16日） 報告のポイント

国会からの検査要請事項に関する報告

会計検査院 資料
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参考資料２－Ⅰ 会計検査報告の概要②

（出所）会計検査院 「官民ファンドにおける業務運営の状況に関する会計検査の結果について」（令和７年５月16日） 報告のポイント

国会からの検査要請事項に関する報告

会計検査院 資料
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参考資料２－Ⅰ 会計検査報告の概要③

（出所）会計検査院 「官民ファンドにおける業務運営の状況に関する会計検査の結果について」（令和７年５月16日） 報告のポイント

国会からの検査要請事項に関する報告

会計検査院 資料
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参考資料２－Ⅰ 会計検査報告の概要④

（出所）会計検査院 「官民ファンドにおける業務運営の状況に関する会計検査の結果について」（令和７年５月16日） 報告のポイント

国会からの検査要請事項に関する報告

会計検査院 資料
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参考資料２－Ⅰ 会計検査報告の概要⑤

（出所）会計検査院 「官民ファンドにおける業務運営の状況に関する会計検査の結果について」（令和７年５月16日） 報告のポイント

国会からの検査要請事項に関する報告

会計検査院 資料
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参考資料２－Ⅱ 第18回 官民ファンドの活用推進に係る幹事会における議論

（出所）第18回 官民ファンドの活用推進に係る幹事会 「資料② 官民ファンドの運営に関するＫＰＩの明確化等」（令和７年５月26日）

第18回 官民ファンド幹事会
内閣官房 資料２(抜粋)
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参考資料２－Ⅲ 関連条文

国会法（昭和二十二年四月三十日法律第七十九号）

第105条
各議院又は各議院の委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、会計検査院に対し、特定の事項について

会計検査を行い、その結果を報告するよう求めることができる。

会計検査院法（昭和二十二年法律第七十三号）

第30条の２
会計検査院は、第三十四条又は第三十六条の規定により意見を表示し又は処置を要求した事項その他特に必要と

認める事項については、随時、国会及び内閣に報告することができる。

第30条の３
会計検査院は、各議院又は各議院の委員会若しくは参議院の調査会から国会法（昭和二十二年法律第七十九号）

第百五条（同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。）の規定による要請があつたときは、当該要
請に係る特定の事項について検査を実施してその検査の結果を報告することができる。
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